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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部を制御する制御部と、
　前記表示部に電子文書が表示されている場合に、前記電子文書のページを連続的に送る
ページ送り操作を受け付ける操作受付部と、
　前記ページの構成要素のうち所定の対象要素を強調した速読用画面の表示へと切り替え
るための切替操作を受け付ける切替操作受付部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記操作受付部が前記ページ送り操作を受け付けている間、前記ページを連続的に送
るとともに、
　　前記操作受付部が前記ページ送り操作を受け付けている間において、前記切替操作受
付部が前記切替操作を受け付けていないときは前記ページの画面を前記表示部に表示させ
、前記切替操作受付部が前記切替操作を受け付けたときは前記速読用画面を前記表示部に
表示させ、
　　前記操作受付部による前記ページ送り操作の受け付けがなくなると、前記ページの送
りを停止するとともに、前記表示部に前記速読用画面が表示されているときは前記速読用
画面に替えて前記ページの画面を前記表示部に表示させる、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の携帯端末装置において、
　前記制御部は、前記ページから前記対象要素を抽出し、抽出した前記対象要素から前記
速読用画面を生成する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機、ＰＤＡ（PersonalDigital Assistant）、タブレットＰＣ（Tab
let PC）、電子書籍端末等の携帯端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子文書を表示して閲覧できる携帯端末装置が知られている。たとえば、所定の
操作を行うことにより、電子文書のページを連続的に更新しながら、各ページの画面を表
示面に順次表示させることができる携帯端末装置が提案されている（特許文献１）。電子
文書のページを連続的に更新しながら表示することで、各ページの画面を表示させつつも
、すばやく先のページへ移動することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－３１４４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電子書籍閲覧の際、ユーザは、各ページの内容をおおまかに知るために、す
なわち、いわゆる流し読みや拾い読みを目的にして、電子書籍のページを連続的に更新さ
せたい場合がある。
【０００５】
　しかしながら、上記のように電子書籍のページを連続的に更新する場合、通常の閲覧時
に比較して、各ページの画面が表示面に表示される時間は短い。このため、ユーザが、短
時間のみ表示されるページの画面からその概要を知ることは困難である。
【０００６】
　電子文書のページを連続的に更新しながらも、ユーザが各ページの概要を容易に認識で
きることが望ましい。
【０００７】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、表示面に表示させる電子文書のペ
ージを連続的に更新しているときに、ユーザが各ページの概要を容易に認識できる携帯端
末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様に係る携帯端末装置は、表示部と、前記表示部を制御する制御部と
、前記表示部に電子文書が表示されている場合に、前記電子文書のページを連続的に送る
ページ送り操作を受け付ける操作受付部と、前記ページの構成要素のうち所定の対象要素
を強調した速読用画面の表示へと切り替えるための切替操作を受け付ける切替操作受付部
と、を備える。ここで、前記制御部は、前記操作受付部が前記ページ送り操作を受け付け
ている間、前記ページを連続的に送るとともに、前記操作受付部が前記ページ送り操作を
受け付けている間において、前記切替操作受付部が前記切替操作を受け付けていないとき
は前記ページの画面を前記表示部に表示させ、前記切替操作受付部が前記切替操作を受け
付けたときは前記速読用画面を前記表示部に表示させ、前記操作受付部による前記ページ
送り操作の受け付けがなくなると、前記ページの送りを停止するとともに、前記表示部に
前記速読用画面が表示されているときは前記速読用画面に替えて前記ページの画面を前記
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表示部に表示させる。
【００１２】
　本発明に係る携帯端末装置において、前記制御部は、前記ページから前記対象要素を抽
出し、抽出した前記対象要素から前記速読用画面を生成し得る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、表示面に表示させる電子文書のページを連続的に更新しているときに
、ユーザが各ページの概要を容易に認識できる。
【００１９】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって
、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施の形態に係る、携帯電話機の外観構成を示す正面図および側面図である。
【図２】実施の形態に係る、携帯電話機の全体構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態に係る、電子文書を閲覧するためのアプリケーションが実行されてい
るときの表示画面を示す図である。
【図４】実施例１に係る、速読用画面の表示例を示す図と、携帯電話機が縦向きに手にも
たれているときの様子を説明する図である。
【図５】実施例１に係る、ページ画面と速読用画面の表示例を示す図である。
【図６】実施例１に係る、速読用画面生成処理を説明するためのフローチャートである。
【図７】実施例１に係る、ページ送り表示処理が実行される際の画面の遷移例を示す図で
ある。
【図８】実施例２に係る、ページ送り表示処理を説明するためのフローチャートである。
【図９】実施例２に係る、ページ送り表示処理の際の、通常モードおよび流し読みモード
における、画面の遷移の状態を模式的に示すタイミングチャートである。
【図１０】実施例３に係る、ページ送り表示処理を説明するためのフローチャートである
。
【図１１】実施例４に係る、ページ送り表示処理を説明するためのフローチャートである
。
【図１２】変更例１に係る、速読用画面生成処理を説明するためのフローチャートと、速
読用画面の表示例を示す図である。
【図１３】変更例２に係る、速読用画面生成処理を説明するためのフローチャートと、速
読用画面の表示例を示す図である。
【図１４】変更例３に係る、速読用画面生成処理を説明するためのフローチャートと、速
読用画面の表示例を示す図である。
【図１５】変更例４に係る、速読用画面生成処理を説明するためのフローチャートと、速
読用画面の表示例を示す図である。
【図１６】変更例５に係る、速読用画面生成処理を説明するためのフローチャートと、速
読用画面の表示例を示す図である。
【図１７】その他の構成に係る、速読用画面の表示例を示す図である。
【図１８】その他の構成に係る、速読用画面の表示例を示す図である。
【図１９】その他の構成に係る、ページ画面および速読用画面の表示例を示す図である。
【図２０】その他の構成に係る、携帯電話機が横向きに手にもたれているときの様子を説
明する図である。
【図２１】その他の構成に係る、携帯電話機が横向きに手にもたれているときの、閲覧時
におけるページ画面の表示例と、ページ送り表示処理の実行画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２２】
　＜携帯電話機の構成＞
　図１は、携帯電話機１の外観構成を示す図である。図１（ａ）、（ｂ）は、それぞれ、
正面図および携帯電話機１の右側から見た側面図である。
【００２３】
　携帯電話機１は、正面および背面を含むキャビネット１０を有する。キャビネット１０
の正面には、タッチパネルが配されている。タッチパネルは、表示面１１ｃに画面を表示
するディスプレイ１１と、ディスプレイ１１に重ねられるタッチセンサ１２とを備える。
【００２４】
　ディスプレイ１１は、液晶パネル１１ａと、液晶パネル１１ａを照明するパネルバック
ライト１１ｂにより構成されている（図２参照）。液晶パネル１１ａは、画像を表示する
ための表示面１１ｃを有し、表示面１１ｃが外部に現れる。なお、ディスプレイ１１に代
えて有機ＥＬディスプレイ、ＬＥＤディスプレイなど他の表示装置が用いられてもよい。
【００２５】
　タッチセンサ１２は表示面１１ｃの上に重ねて配される。タッチセンサ１２は透明なシ
ート状に形成され、表示面１１ｃはタッチセンサ１２を透して外部を臨む。タッチセンサ
１２は、マトリクス状に配された第１透明電極、第２透明電極およびカバーを備えている
。タッチセンサ１２は、第１および第２透明電極間の静電容量の変化を検出することによ
って、ユーザが触れた表示面１１ｃ上の位置（以下、「入力位置」と言う。）を検出し、
その入力位置に応じた位置信号を後述のＣＰＵ１００へ出力する。なお、タッチセンサ１
２は、静電容量式のタッチセンサ１２に限られず、超音波式、感圧式、抵抗膜式、光検知
式等、各種の方式によるものであってもよい。
【００２６】
　なお、ユーザが表示面１１ｃに触れるとは、たとえば、ユーザが指、ペンなどの接触部
材（簡単のため、以下、単に「指」と言う。）によって表示面１１ｃをタッチ、スライド
、タップ、フリック等の操作をすることである。また、表示面１１ｃに触れるとは、実際
には、タッチセンサ１２を覆うカバーの表面における表示面１１ｃの画像が映る領域を触
れることである。「スライド」とは、ユーザが表示面１１ｃに指を接触したまま動かす動
作を言う。「タップ」とは、ユーザが指で表示面１１ｃを軽く叩くように、表示面１１ｃ
上のある箇所に指をタッチさせ、そして短時間のうちにリリースする動作である。「フリ
ック」とは、ユーザが指により表示面１１ｃを素早く弾くような動作であり、表示面１１
ｃに指を接触して、所定時間内に所定距離以上指を動かし、リリースする動作を言う。
【００２７】
　キャビネット１０の正面には、マイクロホン（以下、「マイク」と言う。）１３および
スピーカ１４が配されている。ユーザは、スピーカ１４からの音声を耳で捉え、マイク１
３に対して音声を発することにより通話を行うことができる。
【００２８】
　キャビネット１０の側面には、複数のキー１５が配される。キー１５は、音量調節のた
めのキー、カメラ機能を利用するためのキー、電源キーなどを含む。キャビネット１０に
内蔵されるキー入力回路（図２参照）が各キー１５の押下を検出し、押下されたキーに応
じた信号を出力する。
【００２９】
　キャビネット１０の背面には、カメラモジュール１６のレンズ窓１６ａが配されている
。レンズ窓１６ａを通して、被写体の画像がカメラモジュール１６に取り込まれる。
【００３０】
　キャビネット１０の背面の右側、左側、上側および下側には、４つの圧力センサ１７Ｒ
、１７Ｌ、１７Ｕ、１７Ｄが、それぞれ配されている。圧力センサ１７Ｒ、１７Ｌ、１７
Ｕおよび１７Ｄは、携帯電話機１を握る強さを圧力として検出する。圧力センサ１７Ｒ、
１７Ｌ、１７Ｕおよび１７Ｄのそれぞれは、検出した圧力に応じた信号を、携帯電話機１
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が内蔵する圧力センサモジュール（後述）へ出力する。
【００３１】
　図２は、携帯電話機１の全体構成を示すブロック図である。
【００３２】
　本実施の形態の携帯電話機１は、上述した各構成要素の他、ＣＰＵ１００、メモリ２０
０、映像エンコーダ３０１、音声エンコーダ３０２、通信モジュール３０３、バックライ
ト駆動回路３０４、映像デコーダ３０５、音声デコーダ３０６、タイマ３０７、キー入力
回路３０８、圧力センサモジュール３０９および加速度センサ３１０を備えている。
【００３３】
　カメラモジュール１６は、ＣＣＤ等の撮像素子を有し、動画および静止画を、レンズ窓
１６ａを通して撮像する撮像部を含む。カメラモジュール１６は、撮像素子から出力され
た撮像信号をデジタル化し、その撮像信号にガンマ補正等の各種補正を施して映像エンコ
ーダ３０１へ出力する。映像エンコーダ３０１は、カメラモジュール１６からの撮像信号
にエンコード処理を施してＣＰＵ１００へ出力する。
【００３４】
　マイク１３は、集音した音声を音声信号に変換して音声エンコーダ３０２へ出力する。
音声エンコーダ３０２は、マイク１３からのアナログの音声信号をデジタルの音声信号に
変換するとともに、デジタルの音声信号にエンコード処理を施してＣＰＵ１００へ出力す
る。
【００３５】
　通信モジュール３０３は、通話や通信のための電波を送受信するアンテナ（図示せず）
を備える。通信モジュール３０３は、ＣＰＵ１００から入力される信号を無線信号に変換
し、変換された無線信号を、アンテナを介して基地局や他の通信装置等の通信先へ送信す
る。また、通信モジュール３０３は、アンテナを介して受信した無線信号をＣＰＵ１００
が利用できる形式の信号へ変換し、変換された信号をＣＰＵ１００へ出力する。
【００３６】
　バックライト駆動回路３０４は、ＣＰＵ１００からの制御信号に応じた駆動信号をパネ
ルバックライト１１ｂに供給する。パネルバックライト１１ｂは、バックライト駆動回路
３０４からの駆動信号により点灯し、液晶パネル１１ａを照明する。
【００３７】
　映像デコーダ３０５は、ＣＰＵ１００からの映像信号を液晶パネル１１ａで表示できる
アナログ若しくはデジタルの映像信号に変換し、液晶パネル１１ａに出力する。液晶パネ
ル１１ａは、映像信号に応じた画像を表示面１１ｃ上に表示する。ＣＰＵ１００がディス
プレイ１１を駆動することにより、すなわちパネルバックライト１１ｂを点灯させ、且つ
液晶パネル１１ａを駆動して表示面１１ｃに画面を表示させることにより、ユーザが表示
面１１ｃに表示された画面を視認できる。
【００３８】
　音声デコーダ３０６は、ＣＰＵ１００からの音声、着信音、アラーム音等の音信号にデ
コード処理およびＤ／Ａ変換を施し、スピーカ１４へ出力する。スピーカ１４は、音声デ
コーダ３０６からの音信号に基づいて音を出力する。
【００３９】
　タイマ３０７は、ＣＰＵ１００からの制御信号に基づき、時間の経過を計るとともに、
時間の経過に応じた信号をＣＰＵ１００へ出力する。
【００４０】
　キー入力回路３０８は、各キー１５の押下に応じた信号をＣＰＵ１００出力する。
【００４１】
　圧力センサモジュール３０９は、圧力センサ１７Ｒ、１７Ｌ、１７Ｕおよび１７Ｄから
、圧力に応じた信号をデジタルの圧力信号へ変換し、ＣＰＵ１００へ出力する。
【００４２】
　加速度センサ３１０は、３軸加速度センサであり、図１のＸ軸方向、Ｙ軸方向およびＺ
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軸方向の３方向に生じる加速度を検出する。加速度センサ３１０は、検出した加速度に応
じた加速度信号をＣＰＵ１００へ出力する。ＣＰＵ１００は、加速度センサ３１０からの
加速度信号に基づき、携帯電話機１が、縦向き（図３参照）および横向き（図２０参照）
の何れの方向を向いているかを検出する。ＣＰＵ１００は、検出される加速度（重力加速
度）の向きがＹ軸方向に近い方向を向く場合に、携帯電話機１が縦向きであると判定し、
検出される加速度（重力加速度）がＸ軸方向に近い方向を向く場合に横向きであると判定
する。
【００４３】
　メモリ２００は、ＲＯＭおよびＲＡＭを含む記憶部である。メモリ２００には、ＣＰＵ
１００に制御機能を付与するための制御プログラムが記憶されている。また、メモリ２０
０には、電子文書（Electronic Document）のデータおよび電子文書を閲覧するためのア
プリケーションプログラム（以下、「アプリケーション」と言う。）が記憶される。電子
文書を閲覧するためのアプリケーションは、後述の速読用画面生成処理およびページ送り
表示処理を実行するためのプログラムを含む。本発明において、「電子文書」は、閲覧で
きる任意の電子媒体のコンテンツを言う。電子文書は、液晶ディスプレイ等の表示装置に
表示させて閲覧することができる。電子文書は、電子書籍を含む。
【００４４】
　また、メモリ２００は、各種のアプリケーションが実行される際に、ＣＰＵ１００のワ
ーキングメモリとしても利用される。たとえば、メモリ２００は、電子文書を閲覧するた
めのアプリケーションが実行される際、このアプリケーションの操作入力に関する情報、
表示面１１ｃに表示させる電子文書のページのページ番号、各ページの画面（以下、「ペ
ージ画面」と言う。）の画像データ、ページ画面を生成するためのデータ（以下、「ペー
ジ画面データ」と言う。）、各ページの速読用画面の画面データ等を記憶する。
【００４５】
　ＣＰＵ１００は、タッチセンサ１２、映像エンコーダ３０１、音声エンコーダ３０２、
通信モジュール３０３、タイマ３０７などからの入力信号に従って、制御プログラムに基
づいて、マイク１３、通信モジュール３０３、パネルバックライト１１ｂ、液晶パネル１
１ａ、スピーカ１４等を動作させる。これにより、各種のアプリケーションが実行される
。
【００４６】
　＜電子文書の閲覧＞
　さて、図３（ａ）は、電子文書を閲覧するためのアプリケーションが実行されていると
きの、表示画面を説明するための図である。図３（ａ）では、たとえば、表示面１１ｃに
、電子文書の４５ページのページ画面Ｐ４５が表示されている。表示面１１ｃの右上隅に
は、「４５」なるページ番号４０１が表示されている。この他、ページ画面Ｐ４５は、写
真画像４０２や、その他各種の文字列４０３～４０９を含む。
【００４７】
　なお、「ｎページが表示される」とは、正確には、現在表示対象となっているページの
ページ番号（以下、「現在のページ番号」と言う。）がｎであるページのページ画面が表
示面１１ｃに表示されることを意味する。
【００４８】
　図３（ｂ）は、電子文書を閲覧するためのアプリケーションの実行時において、携帯電
話機１が縦向きに手に持たれ、表示させるページを前または後ろへ移動させるためのペー
ジ送り操作がなされているときの、携帯電話機１の様子を説明するための図である。「ペ
ージ送り操作」とは、紙媒体の書籍を手で持ったまま連続的に素早くめくるように、表示
面１１ｃに表示された電子文書のページを、所定の速さで連続的に送るための操作である
。本実施の形態では、このように所定の速さで電子文書のページを所定の速さで連続的に
更新させるための手段として、圧力センサ１７Ｒ、１７Ｌ、１７Ｕ、１７Ｄが利用される
。
【００４９】
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　ＣＰＵ１００は、電子文書閲覧の際、メモリ２００に保持される電子文書のデータに基
づいて、表示対象となっているページのページ画面を表示面１１ｃに表示させる。ＣＰＵ
１００は、さらに、ページ送り操作に基づき、ページを前または後ろへ連続的に更新する
とともに、ページの更新中に、速読（斜め読み）に適した「速読用画面」を表示するペー
ジ送り表示処理を実行する。
【００５０】
　圧力センサ１７Ｒまたは１７Ｌが押下されることにより、上記ページ送り表示処理にお
いて、ページが前または後ろへ更新されることとなる。具体的には、右側の圧力センサ１
７Ｒが所定閾値以上の圧力を検出している間、ＣＰＵ１００は、所定速度で、表示面１１
ｃに表示させるページのページ番号を増加させる。また、左側の圧力センサ１７Ｌが所定
閾値以上の圧力を検出している間、ＣＰＵ１００は、所定速度で、表示面１１ｃに表示さ
せるページのページ番号を減少させる。
【００５１】
　なお、上下の圧力センサ１７Ｕ、１７Ｄは、携帯電話機１が横向き（図２０参照）に手
に持たれた場合において実行されるページ送り表示処理において、ページを前または後ろ
へ進めるための操作の手段として用いられる。
【００５２】
　電子文書は、たとえば、構造化電子文書である。構造化電子文書のデータは、たとえば
ＨＴＭＬ形式、ＸＨＴＭＬ形式、ＸＭＬ形式等のマークアップ言語により記述されたファ
イル、ページ画面に含めて表示されるための画像データを含む。当該ファイルでは、上記
マークアップ言語に基づくタグにより、ページ画面に含まれて表示される文字列や画像に
、各種の構造が付加される。付加される構造は、たとえば、電子文書における章節等の全
体的な構造を定義する階層構造、ページ画面に表示される文字のフォントサイズ、フォン
トの色、フォントの書体（ボールド体、イタリック体等）、下線、などの各種の装飾の情
報、画像データの位置情報等である。
【００５３】
　電子文書閲覧の際、ＣＰＵ１００は、対象ページのページ画面データ（必要な文書ファ
イルや画像データを含む）に基づき、ページ画面を生成して表示面１１ｃに表示する。
【００５４】
　＜実施例１＞
　本実施の形態に係る携帯電話機１は、上述の通り、ページ送り表示処理の際、速読用画
面を表示面１１ｃに表示する機能を備える。本実施例において、構造化電子文書の閲覧の
際、連続送り操作に基づいてページが更新されている間、ページ画面データから画像のみ
が抽出され、さらに抽出された画像が拡大されて含まれる速読用画面が表示面１１ｃに表
示される。以下に、詳細を説明する。
【００５５】
　図３（ａ）を参照して、４５ページのページ画面Ｐ４５は写真画像４０２を含む。画面
Ｐ４５は、写真画像４０２の他に文字列を含む。文字列は、章タイトル４０３、青色文字
列４０４、節タイトル４０５、小節タイトル４０６、赤色文字列４０７、青色文字列４０
８、フォントサイズが大きい文字列４０９等を含む。
【００５６】
　図４（ａ）は、対象とされるページに対応する速読用画面を生成するための、速読用画
面生成処理を説明するフローチャートである。図４（ｂ）は、図４（ａ）の速読用画面生
成処理の結果として生成された４５ページの速読用画面Ｑ４５の表示例である。図４（ａ
）の速読用画面生成処理は、ページ送り操作に基づいて後述のページ送り表示処理（図６
参照）が実行されているときに、速読用画面を表示面１１ｃに表示させるために実行され
る。ページ送り表示処理の際、ページが更新されているときに、そのページに対応する速
読用画面が、表示面１１ｃに表示される。
【００５７】
　図４（ａ）のフローチャートにおいて、ＣＰＵ１００は、対象ページのページ画面デー
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タをメモリ２００から読み込み（Ｓ１０１）、ページ画面データから画像データを抽出す
る（Ｓ１０２）。ＣＰＵ１００は、文書ファイルのタグ情報を検索することにより、対象
ページのページ画面に含めるための画像データを特定する。たとえば、図３（ａ）の４５
ページのページ画面Ｐ４５は、写真画像４０２を含む。ＣＰＵ１００は、４５ページのペ
ージ画面データからこの写真画像４０２の画像データを特定する。
【００５８】
　そして、ＣＰＵ１００は、特定した画像データが表す画像を拡大して速読用画面を生成
し（Ｓ１０３）、メモリ２００に記憶させる（Ｓ１０４）。図３（ａ）のページ画面Ｐ４
５の例の場合、図４（ｂ）に示すような、画面に表示できる最大の大きさまで拡大された
写真画像４０２を含む、速読用画面Ｑ４５が生成される。
【００５９】
　図５は、別のページ画面を例にした、速読用画面生成処理の説明のための図である。図
５（ａ）、（ｂ）は、それぞれ、６８ページのページ画面Ｐ６８と速読用画面Ｑ６８を模
式的に表す図である。図５（ａ）のページ画面Ｐ６８は、「６８」なるページ番号４１０
、３つの画像４１１、４１２、４１３そして文字列４１４を含む。
【００６０】
　図５（ａ）のページ画面Ｐ６８のように、ページ画面は、複数の画像を含み得る。この
場合、ＣＰＵ１００は、図４（ａ）のステップ１０２において抽出した複数の画像データ
の画像を、画面に表示できる最大の大きさまで拡大して縦に配列し、これら複数の画像を
含む速読用画面Ｑ６８を生成する（Ｓ１０３）。図５（ａ）の例の場合、ＣＰＵ１００は
、画像４１１、４１２、４１３を、縦に配列して拡大し、図５（ｂ）に示される速読用画
面Ｑ６８を生成する。速読用画面Ｑ６８は、拡大された画像４１１、４１２、４１３を含
む。
【００６１】
　図６は、ページ送り表示処理を説明するフローチャートである。ページ送り表示処理は
、表示面１１ｃに表示させるページを連続的に前または後ろへ移動するために、電子文書
閲覧の際に実行される。
【００６２】
　ＣＰＵ１００は、ページ送り操作を検出すると（Ｓ１１１：ＹＥＳ）、ステップＳ１１
２以降の処理を実行する。検出されるページ送り操作は、上述の通り、右の圧力センサ１
７Ｒの押下によるページを前へ進めるための操作と、左の圧力センサ１７Ｌの押下による
ページを戻すための操作である（図３（ｂ）参照）。このようなページ送り操作が検出さ
れると（Ｓ１１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、初期処理として、変数ｐ（ページ番号ｐ
）に、現在表示面１１ｃに表示されているページ画面のページ番号である「現在のページ
番号」ｐ０を代入する（Ｓ１１２）。
【００６３】
　なお、ＣＰＵ１００は、圧力センサ１７Ｒ、１７Ｌが所定閾値以上の圧力を検出した場
合に、ページ送り操作が検出されたと判定する（Ｓ１１１：ＹＥＳ）。
【００６４】
　ステップＳ１１３において、ＣＰＵ１００は、ページ送り操作（ページを前へ進めるた
めの操作、ページを後ろへ戻すための操作）の向きに応じて、ｐ０＋１ページ以降または
ｐ０－１ページ以前の複数の速読用画面を順次生成するため、上述した速読用画面生成処
理を開始する。この速読用画面生成処理は、これ以降のステップの処理に並行して繰り返
し実行される。後述されるループ処理Ｓ１１４～Ｓ１１９が繰り返されると、複数のペー
ジの速読用画面が表示面１１ｃに表示されることとなる。すなわち、ページを進めるため
の操作がなされた場合、ｐ０＋１ページ以降の複数ページの速読用画面が表示面１１ｃに
表示されることとなる。また、ページを後ろに戻すための操作がなされた場合、ｐ０－１
ページ以前の複数ページの速読用画面が表示面１１ｃに表示されることとなる。ステップ
Ｓ１０３では、メモリ２００からの速読用画面の上記読み込みを可能とするために、速読
用画面の生成処理が開始される。なお、図６のページ送り表示処理が終了される際には、
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ステップＳ１１３にて開始された速読用画面生成処理は終了（Ｓ１２１参照）されること
となる。
【００６５】
　ステップＳ１１３の処理の後、ページの更新のためのページ送り操作が検出されなくな
るまで、ループ処理Ｓ１１４～Ｓ１１９が実行される。
【００６６】
　ＣＰＵ１００は、連続的にページ番号を更新するための更新周期Ｔ０を所定値（たとえ
ば、数１００ミリ秒～数秒）に設定するとともに、タイマをスタートさせ経過時間Ｔを計
時する（Ｓ１１４）。そして、ＣＰＵ１００は、ページ送り操作の方向に基づいて、ペー
ジ番号ｐを１変化させる（Ｓ１１５）。具体的には、ステップＳ１１１においてページを
進めるための操作が検出された場合には、ページ番号ｐを１増加させる。ステップＳ１１
１においてページを戻すための操作が検出された場合には、ページ番号ｐを１減少させる
。
【００６７】
　そして、ＣＰＵ１００は、メモリ２００に保持されているｐページの速読用画面Ｑｐを
読み込み（Ｓ１１６）、表示面１１ｃに表示させる（Ｓ１１７）。速読用画面Ｑｐは、ス
テップＳ１１３に基づき生成されたものである。
【００６８】
　図７（ａ）～（ｄ）は、図６のページ送り表示処理が実行される際の表示面１１ｃに表
示される画面の遷移例を示す図である。図７（ａ）～（ｄ）は、それぞれ、４４ページの
ページ画面Ｐ４４、４５ページの速読用画面Ｑ４５、６８ページの速読用画面Ｑ６８そし
て６８ページのページ画面Ｐ６８を示す図である。
【００６９】
　図７（ａ）の「４４」なるページ番号４１５に示されるように現在のページ番号ｐ０が
４４ページ（ｐ０＝４４）であるときに、ページを進めるための操作が検出された場合（
Ｓ１１１：ＹＥＳ）、ステップＳ１１３の処理にもとづき、４５ページ以降のページの複
数の速読用画面Ｑ４５、Ｑ４６、Ｑ４７、・・・が順次生成され、メモリ２００に記憶さ
れる。そして、ＣＰＵ１００は、４５ページの速読用画面Ｑ４５を読み込み（Ｓ１１６）
、これを表示面１１ｃに表示させる（Ｓ１１７）。
【００７０】
　図６に戻り、ステップＳ１１７の処理の後、ＣＰＵ１００は、タイマがスタートされて
から時間Ｔ０が経過するまでの間、すなわちＴ＜Ｔ０である間（Ｓ１１９：ＮＯ）、ステ
ップＳ１１１において検出されたページ送り操作をまだ検出しているか否かを繰り返し判
定する（Ｓ１１８）。ページ送り操作が検出されなくなった場合（Ｓ１１８：ＮＯ）、ス
テップＳ１２０以降の処理が実行されることとなる。ページ送り操作が検出されたまま所
定時間Ｔ０が経過（Ｔ≧Ｔ０）した場合（Ｓ１１９：ＹＥＳ）、ステップＳ１１４の処理
へ戻る。ステップＳ１１４において、再び所定時間Ｔ０の計時のために、タイマをリセッ
ト（Ｔ＝０）させ経過時間Ｔの計時をリスタートする。
【００７１】
　このようにして、ページ送り操作がまだ検出されている間（Ｓ１１８：ＹＥＳ）、ルー
プ処理Ｓ１１４～Ｓ１１９が繰り返し実行され、時間周期Ｔ０で、ページ番号ｐが、順次
１増やすまたは１減らすように更新される（Ｓ１１５）。ページ番号ｐの更新に応じて、
表示対象のｐページの速読用画面Ｑｐが表示面１１ｃに表示される（Ｓ１１７）。
【００７２】
　図７（ｂ）のように速読用画面Ｑ４５が表示面１１ｃに表示された後、ループ処理Ｓ１
１４～Ｓ１１９が繰り返されることにより、速読用画面Ｑ４６、Ｑ４７、・・・が順番に
表示面１１ｃに表示される。この結果、たとえば、図７（ｃ）のように６８ページの速読
用画面Ｑ６８が表示面に表示される。このとき、ページ送り操作が検出されなくなると（
Ｓ１１８：ＮＯ）、ステップＳ１２０以降の処理が実行される。
【００７３】
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　ステップＳ１２０において、ＣＰＵ１００は、現在のページ番号ｐ０に変数ｐの値を設
定し（Ｓ１２０）、ステップＳ１１３で開始された速読用画面生成のための処理を終了す
る（Ｓ１２１）。そして、ＣＰＵ１００は、ｐ０ページのページ画面データをメモリ２０
０から読み込み、ｐ０ページのページ画面を生成する（Ｓ１２２）。最後に、ＣＰＵ１０
０が表示面１１ｃに表示し（Ｓ１２３）、図６のページ送り表示処理が終了する。
【００７４】
　上記例の場合、６８ページの速読用画面Ｑ６８（図７（ｃ））が表示面に表示されてい
るときに、ページ送り操作が検出されなくなると（Ｓ１１８：ＮＯ）、６８ページのペー
ジ画面Ｐ６８（図７（ｄ））が表示面１１ｃに表示される（Ｓ１２３）。
【００７５】
　なお、図７（ａ）～（ｄ）では、ページを進めるための操作（圧力センサ１７Ｒに対す
る操作）がなされた場合の画面の遷移例が説明された。ユーザが、ページを戻すためのペ
ージ送り操作（左の圧力センサ１７Ｌに対する操作）がなされた場合には、ステップＳ１
１５において表示される速読用画面のページ番号ｐが１ずつ減らされるよう、処理が実行
される。したがって、図７（ａ）のように４４ページのページ画面Ｐ４４がページ画面に
表示された状態で、ページを戻すためのページ送り操作がされたときには、図６の処理に
基づき、表示面１１ｃに、速読用画面Ｑ４３、Ｑ４２、Ｑ４１、・・・が、順次表示され
る。
【００７６】
　なお、各ページ画面に含まれる画像の数が多いなどの理由により、ステップＳ１１３の
処理に基づく速読用画面のペースが、更新周期Ｔ０で繰り返されるステップＳ１１６の速
読用画面の読み込みの処理のペースに、追いつかない場合が起こり得る。この場合には、
ＣＰＵ１００は、対象のページ（ｐページとする）の速読用画面Ｑｐが生成されてメモリ
２００に書き込まれるまで、すなわち、速読用画面Ｑｐの読み込みが可能となるまで、ス
テップＳ１１６の処理を一時停止して待機する。
【００７７】
　また、対象ページ（ｐページとする）の速読用画面Ｑｐがメモリ２００に既に保持され
ている場合があり得る。たとえば、以前実行されたページ送り表示処理が実行された場合
などである。このような場合、ＣＰＵ１００は、速読用画面Ｑｐの生成処理をスキップし
、次のページ（ｐ±１ページ）に対応する速読用画面の生成処理へ進む。
【００７８】
　以上、本実施の形態によれば、電子文書のページを送る操作がなされると、ＣＰＵ１０
０は、速読用画面を表示面１１ｃに表示する。所定ページの構成要素の中から所定の対象
要素の画像が拡大されて、速読用画面が生成される。ページ送り表示処理において、連続
的に増加または減少されるページ番号に応じて、ページ番号に対応する速読用画面が順次
表示面１１ｃに表示される。
【００７９】
　ユーザは、ページが送られている間、すなわちページ送り表示処理において順次速読用
画面が更新されて表示されている間、拡大により強調された画像を視認することができる
。ページが送られている間、ユーザは、拡大された画像を視認することにより、対応する
ページの内容の概要を容易に認識できる。
【００８０】
　＜実施例２＞
　上記実施例１では、図６のページ送り表示処理では、一定の速さでページが更新された
。すなわち、ループ処理Ｓ１１４～Ｓ１１９の更新周期Ｔ０は一定であった。実施例２に
係るページ送り表示処理では、更新の速さが、圧力センサ１７Ｒ、１７Ｌが検出する圧力
に応じて変更される。すなわち、ユーザは、圧力センサ１７Ｒまたは１７Ｌを押す力を増
減させながら携帯電話機１を持つことにより、更新速度を調節可能に、ページを送らせる
ことができる。
【００８１】
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　さらに、本実施例では、ページ送り表示処理の際、更新の速さに基づいて、表示状態が
切り替えられる。「表示状態」は、ページの更新中に速読用画面を表示する「速読モード
」と、ページの更新中に、速読用画面ではなく、ページ画面を表示する「通常モード」と
からなる。
【００８２】
　図８は、本実施例にかかるページ送り表示処理を説明するフローチャートである。図８
のフローチャートは、図６のフローチャートに対し、ステップＳ１１４の処理がステップ
Ｓ１３１の処理に置き換えられ、ステップＳ１１５とＳ１１６の間にステップＳ１３２の
判定処理が追加され、さらにステップＳ１３３の処理が追加されている。
【００８３】
　ステップＳ１３１は、ステップＳ１１４の処理と略同様に、タイマを（リ）スタートす
る。ただし、ステップＳ１３１において、ＣＰＵ１００は、更新の速さを、ページ送り操
作のために押下されている圧力センサ（１７Ｒまたは１７Ｌ）が検出する圧力に応じて設
定する。具体的には、ＣＰＵ１００は、圧力の強さに応じて、更新周期Ｔ０を小さく設定
する。たとえば、更新周期Ｔ０は、検出される圧力に反比例するよう設定される。これに
よって、ステップＳ１１５～Ｓ１１９、Ｓ１３１～Ｓ１３３からなるループ処理が、圧力
に応じて設定された周期Ｔ０で繰り返し実行される。更新周期Ｔ０の設定の範囲は、たと
えば、数１０ミリ秒～数秒である。更新周期Ｔ０が短いほど、すなわち検出される圧力が
大きいほど、ページ番号ｐが速く増加または減少される。
【００８４】
　ステップＳ１３２において、ＣＰＵ１００は、更新の速さが所定の速さを超えるか否か
を判定する。具体的には、ステップＳ１３１において圧力に応じて設定された更新周期Ｔ
０が、所定閾値Ｔ１（たとえば、数１００ミリ秒）を超えるか否かを判定する。所定閾値
Ｔ１は、たとえば、ユーザが表示面１１ｃに表示されるページ画面の内容をおおまかに認
識できる程度の長さに、設定される。
【００８５】
　更新周期Ｔ０が所定閾値Ｔ１を超えない（Ｔ０＜Ｔ１）場合（Ｓ１３２：ＹＥＳ）、ス
テップＳ１１６の処理へ進む。すなわち、速読モードでの画面表示のための処理（Ｓ１１
６、Ｓ１１７）が実行される。更新周期Ｔ０が所定閾値Ｔ１以上（Ｔ０≧Ｔ１）である場
合（Ｓ１３２：ＮＯ）、ＣＰＵ１００は、通常モードで、ページの更新をするよう処理を
進める（Ｓ１３３、Ｓ１１７）。すなわち、ＣＰＵ１００は、ｐページのページ画面デー
タをメモリ２００から読み込み、ｐページのページ画面を生成し（Ｓ１３３）、表示面１
１ｃに表示する（Ｓ１１７）。このように、ステップＳ１３２の処理により、表示状態が
切り替えられる。
【００８６】
　ユーザは、通常モードで、ゆっくりページを送らせたいときには、弱く圧力センサ１７
Ｒまたは１７Ｌを押すように、携帯電話機１を持てばよい。また、ユーザは、速読モード
で、すばやくページを送らせたいときには、強く圧力センサ１７Ｒまたは１７Ｌを押すよ
うに、携帯電話機１を持てばよい。
【００８７】
　図９は、通常モードおよび流し読みモードにおける、ページ送り表示処理の際の、表示
面１１ｃに表示される画面の遷移過程の例を模式的に示すタイミングチャートである。図
９の横軸は時間ｔの経過を表す。時間軸線の上側には、通常モードでのページ遷移の状態
が、模式的に示されている。時間軸線の下側には、速読モードでのページ画面の遷移の状
態が、模式的に示されている。
【００８８】
　図９に示されるように、通常モードでは、閲覧用の、いわゆる通常のページ画面Ｐ４５
、Ｐ４６、Ｐ４７、Ｐ４８、・・・が順次表示面１１ｃに表示される。表示が更新される
周期は、Ｔ１より長い。速読モードでは、速読用画面Ｑ４５、Ｑ４６、Ｑ４７、Ｑ４８、
・・・が順次表示面１１ｃに表示される。表示が更新される周期は、Ｔ１より短い。図９
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の例では、流し読みモードでのページ（ページ番号）の更新の速さは、通常モードでのペ
ージの更新の速さの約２倍である。
【００８９】
　ユーザは、ページ送り操作を継続しつつ、圧力を調節することによって、更新の速さを
調節できる。ユーザは、圧力を大きして、ページの更新の速さを速くできるとともに、比
較的速く更新されている速読用画面を見ることができる。また、ユーザは、圧力を小さく
して、ページの更新の速さを遅くできるとともに、比較的遅く更新されているページ画面
を見ることができる。ページが更新されている間、図８のページ送り表示処理に基づき、
表示状態は複数回切り替えられることが可能である。
【００９０】
　以上、本実施例によれば、ユーザは、ページ送り操作に加え、ページの送りの速さを調
節するための操作（更新速度操作）をすることができる。ＣＰＵ１００は、圧力センサ（
１７Ｒ、１７Ｌ）が検出する圧力に応じて、ページの更新の速さを変化させる。すなわち
、検出する圧力が大きいほど、ページの更新周期Ｔ０を小さな値に設定する。これによっ
て、ユーザは、圧力センサ１７Ｒまたは１７Ｌを押す力を調節することにより、直感的に
、ページ更新の速さを調節できる。
【００９１】
　さらに、ＣＰＵ１００は、ページの更新の速さに基づいて、ページの更新中の表示状態
を、通常モードと速読モードとの間で切り替える（表示状態選択処理）。ＣＰＵ１００は
、ページの更新周期Ｔ０が所定閾値を超える場合に、すなわちページの送りの速さが所定
の閾値速度よりも速い場合に、表示状態を速読モードに設定する。そして、ＣＰＵ１００
は、ページの更新周期Ｔ０が所定閾値を超えない場合に、すなわちページの送りの速さが
所定の閾値速度よりも遅い場合に、表示状態を通常モードに設定する。ページの更新周期
Ｔ０は、検出される圧力に応じて設定されるため、表示状態が、操作される圧力センサ（
１７Ｒまたは１７Ｌ）が検出する圧力に基づいて切り替えられる。
【００９２】
　よって、ユーザは、ページの更新の速さが速い時に、速読用画面を見ることができる。
これによって、ページを速く更新するよう操作しつつも、更新されているページの内容の
概要を、ページ画面に含まれていた画像を視認することによって知ることができる。これ
に対し、ページの更新の速さが遅い時に、閲覧時と同様のページ画面を見ることができる
。よって、各ページ画面を比較的ゆっくり見ることができるときには、ページ画面を視認
することによって、直接的にその内容の概要を知ることができる。
【００９３】
　＜実施例３＞
　上記実施例２では、ページ送り表示処理の実行の際、通常モードと速読モードとからな
る表示状態は、ページの更新の速さまたは圧力に基づいて変更された。実施例３では、ペ
ージ送り操作とは別の操作に基づき、表示状態が切り替えられる。具体的には、以下に説
明されるように、ページ送り表示処理の実行の際、キャビネット１０の側面部に配される
キー１５が押下されているか否かに基づき（Ｓ１４１参照）、表示状態が切り替えられる
。
【００９４】
　なお、本実施例において、ページの更新周期Ｔ０は、実施例１と同様に、一定である。
【００９５】
　図１０は、本実施例にかかるページ送り表示処理を説明するフローチャートである。図
１０のフローチャートは、実施例２に係る図８のフローチャートに対し、ステップＳ１３
１の処理が、ステップＳ１１４（図６）に置き換えられ、ステップＳ１３２の処理がステ
ップＳ１４１の処理に置き換えられている。
【００９６】
　ステップＳ１３２において、ＣＰＵ１００は、キー１５が押下されているか否かを判定
する。キー１５が押下されている場合（Ｓ１４１：ＹＥＳ）、ステップＳ１１６～Ｓ１１
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９の処理へ進む。この場合、速読モードが選択される。すなわち、ｐページの速読用画面
Ｑｐが読み込まれ（Ｓ１１６）、表示面１１ｃに表示される（Ｓ１１７）。キー１５が押
下されていない場合（Ｓ１４１：ＮＯ）、通常モードで、ページの更新をするよう処理を
進める。すなわち、ｐページのページ画面Ｐｐが生成され（Ｓ１３３）、表示面１１ｃに
表示される（Ｓ１１７）。
【００９７】
　すなわち、ユーザは、通常のページ画面を表示させながらページを送らせたい場合は、
ページ送り操作を継続するだけでよい。また、ユーザは、速読モードでページを送らせた
い、つまり速読用画面を表示させながらページを送らせたい場合は、ページ送り操作を継
続しつつ、キー１５を押下すればよい。ページが更新されている間、図１０のページ送り
表示処理に基づき、表示状態は複数回切り替えられることが可能である。
【００９８】
　以上、本実施例によれば、ユーザは、ページの更新速度に関係なく、所望のタイミング
で、表示状態を切り替えさせることができ、便利である。
【００９９】
　＜実施例４＞
　実施例２および３の構成は互いに組み合わせ可能である。実施例４では、圧力センサ１
７Ｒ、１７Ｌが検出する圧力に応じて、実施例２と同様に更新の速さが変化されるととも
に、表示状態切り替えのための操作に基づき、実施例３と同様に表示状態が切り替えられ
る。
【０１００】
　図１１は、本実施例にかかるページ送り表示処理を説明するフローチャートである。図
１１のフローチャートは、実施例２に係る図８のフローチャートに対し、ステップＳ１３
２の処理が、ステップＳ１４１（図１０参照）の処理に置き換えられている。
【０１０１】
　図１１のフローチャートによれば、実施例２のように、ステップＳ１３１の処理に基づ
き、更新の速さが設定される。すなわち、圧力センサ１７Ｒ、１７Ｌが検出する圧力に応
じて、更新の周期Ｔ０が、実施例２と同様にして設定される（Ｓ１３１）。また、速読モ
ードおよび通常モードのうち何れの表示状態での画面表示処理を行うかは、実施例３のよ
うに、キー１５が押下されているか否かに基づいて決定される（Ｓ１４１）。
【０１０２】
　本実施例の構成によれば、ユーザは、ページ送り操作を継続させつつ、圧力センサ（１
７Ｒ、１７Ｌ）に対する押下の圧力を調節することによって、更新の速さを調節できる。
また、キー１５を押下するまたは押下しないことにより、適時表示状態を、通常モードま
たは速読モードに、適時切り替えることができる。
【０１０３】
　以上、本実施例によれば、圧力センサ（１７Ｒ、１７Ｌ）の押下によるページ更新の速
さの調節のための操作と、キー１５の押下による表示状態（通常モード、速読モード）の
切替のための操作とが、それぞれ独立に受け付けられる。ユーザは、ゆっくりページを更
新しているときであっても概要を知りたい場合には、キー１５を押下しながらページ送り
操作をすることによって、ゆっくりページを更新させながら速読用画面を表示させること
ができる。これによって、ユーザは、各ページの概要をより確実に知ることができる。
【０１０４】
　また、ユーザは、たとえば電子文書の内容の概要を知る必要がない場合に、通常のペー
ジ画面を表示面１１ｃに表示させながら、速くページを更新させることができ、便利であ
る。
【０１０５】
　以上、本発明に係る実施例について説明したが、本発明は、上記実施例に何ら制限され
るものではない。また、本発明の実施例も、上記以外に、各種の変更が可能である。
【０１０６】



(14) JP 5954936 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

　上記実施例１～４では、画像のみを含む速読用画面が生成された。しかしながら、画像
以外の要素が速読用画面に含まれる構成がとられてもよい。
【０１０７】
　たとえば、図３（ａ）の４５ページのページ画面Ｐ４５は、写真画像４０２の他に、上
述の通り文字列４０３～４０９を含む。この文字列は、章タイトル４０３、青色文字列４
０４（便宜上、図中の文字列に付される下線は、デフォルト色（たとえば、黒）とは異な
る色（たとえば青、赤）が付された文字列を意味することとする。）、節タイトル４０５
、小節タイトル４０６、赤色文字列４０７、青色文字列４０８、フォントサイズが（デフ
ォルトサイズより）大きな文字列４０９等を含む。さらに、章タイトル４０３、青色文字
列４０４、節タイトル４０５および青色文字列４０８は、それぞれ、アルファベット文字
列４０３ａ、４０４ａ、４０５ａおよび４０８ａを含む。このように、ページ画面Ｐ４５
は、特徴となり得る要素を複数含む。
【０１０８】
　以下に説明される変更例１～５では、ページ送り表示処理の際に表示面１１ｃに表示さ
れる速読用画面の変更例が説明される。変更例において説明される速読用画面は、上記例
の各種の特徴的な要素（文字列）を含む。
【０１０９】
　＜変更例１＞
　変更例１では、章節のタイトルの文字列を含む速読用画面の例が説明される。章節のタ
イトルは、いわゆる章、節、小節等のタイトルである。章節のタイトルを含む速読用画面
は、たとえば、実施例１に係るページ送り表示処理の実行時、表示面１１ｃに表示される
。この構成は、実施例１に限らず、実施例２～４に適用可能である。
【０１１０】
　図１２（ａ）は、変更例１に係る速読用画面生成処理を示すフローチャートである。図
１２（ｂ）は、図１２（ａ）の速読用画面生成処理に基づき生成された、４５ページの速
読用画面Ｑ４５ａを示す図である。
【０１１１】
　図１２（ａ）のフローチャートでは、図４（ａ）のフローチャートに対して、ステップ
Ｓ１０２、Ｓ１０３の処理が、ステップＳ１５１、Ｓ１５２の処理に置き換えられている
。
【０１１２】
　ステップＳ１５１において、ＣＰＵ１００は、対象ページのページ画面データから、章
節のタイトルを抽出する。章節のタイトルは、たとえば、ＣＰＵ１００が、電子文書のデ
ータに付される、木構造の各階層のコンテンツを代表する見出しを定義するタグを検索す
ることにより、取得可能である。階層の高さは、上記の章、節、小節の３段階に限らず、
文書構造に応じて変化し得る。
【０１１３】
　図３（ａ）の例の場合、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１５１において、ページ画面Ｐ４
５のページ画面データから、章タイトル４０３、節タイトル４０５、小節タイトル４０６
を抽出する。そして、ＣＰＵ１００は、このように抽出した文字列を、拡大して配列して
速読用画面Ｑ４５ａを生成し（Ｓ１５２）、メモリ２００に記憶させる。
【０１１４】
　上記例の場合、ＣＰＵ１００は、抽出した文字列である章タイトル４０３、節タイトル
４０５および小節タイトル４０６を配列することによって、速読用画面Ｑ４５ａを生成す
る。
【０１１５】
　なお、図１２（ｂ）に示すように、速読用画面Ｑ４５ａにおいて、表示される文字列は
、ページ画面Ｐ４５において表示される順番に基づき、実施例１と同様に、上から下へ配
列される。すなわち、速読用画面Ｑ４５ａにおいて、ページ画面Ｐ４５での順番と同様に
、上から順番に、章タイトル４０３、節タイトル４０５、小節タイトル４０６が表示され
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る。
【０１１６】
　また、表示される文字列のフォントサイズは、抽出元の階層が高い程大きくされる。す
なわち、速読用画面Ｑ４５ａにおいて、章タイトル４０３のフォントサイズが一番大きく
、節タイトル４０５が２番目に大きく表示される。小節タイトル４０６のフォントサイズ
は、３番目に大きく表示される。
【０１１７】
　さらに、表示される文字列の色は、抽出元の階層の高さに応じて変化される。図１２（
ｂ）の速読用画面Ｑ４５ａにおいて、電子文書の最上階層の見出しである章タイトル４０
３は赤色で表示される。電子文書の２番目階層の見出しである節タイトル４０５は青色で
表示される。電子文書の３番目以下の階層の見出しである小節タイトル４０６は黒色で表
示される。
【０１１８】
　以上、本変更例の構成によれば、ページ送り表示処理の実行時、更新中のページ番号に
対応する、章節のタイトルを含む速読用画面が表示面１１ｃに表示される。
【０１１９】
　章節のタイトルは、装飾され拡大されて速読用画面に含まれることにより、速読用画面
において強調されている。ユーザはこのように強調されて表示される文字列を容易に視認
できる。これによって、ユーザはページ画面の内容の概要を、容易に知ることができる。
特に、ユーザは、電子文書の内容の全体構成や、各章節のタイトルにもとづき各章節に書
かれている内容を推測できる。
【０１２０】
　＜変更例２＞
　変更例２では、ページ画面に含まれるフォントサイズが大きな文字列が、強調のために
拡大され、画像として速読用画面に含められる例が説明される。フォントサイズが大きな
文字列を含む速読用画面が、たとえば実施例１に係るページ送り表示処理の実行時に、表
示面１１ｃに表示される。この構成は、実施例１に限らず、実施例２～４に適用可能であ
る。
【０１２１】
　図１３（ａ）は、変更例２に係る速読用画面生成処理を示すフローチャートである。図
１３（ｂ）は、図１３（ａ）の速読用画面生成処理に基づき生成された、４５ページの速
読用画面Ｑ４５ｂを示す図である。
【０１２２】
　図１３（ａ）のフローチャートでは、変更例１に係る図１２（ａ）のフローチャートに
対して、ステップＳ１５１の処理が、ステップＳ１６１の処理に置き換えられている。
【０１２３】
　ステップＳ１６１において、ＣＰＵ１００は、対象ページのページ画面データから、本
文の文字列のデフォルトサイズより大きな文字列を抽出する。
【０１２４】
　図３（ａ）に例示される４５ページのページ画面Ｐ４５の場合、ＣＰＵ１００は、ステ
ップＳ１６１において、４５ページのページ画面データから、章タイトル４０３、節タイ
トル４０５、小節タイトル４０６およびフォントサイズが大きな文字列４０９を抽出する
。
【０１２５】
　ＣＰＵ１００は、このように抽出した文字列を配列して速読用画面Ｑ４５ａを生成し（
Ｓ１５２）、メモリ２００に記憶させる。
【０１２６】
　上記例の場合、ＣＰＵ１００は、抽出した文字列を、階層に応じたフォントサイズで、
章タイトル４０３、節タイトル４０５、小節タイトル４０６およびフォントサイズが大き
な文字列４０９を拡大して配列し、速読用画面Ｑ４５ａを生成する。図１３（ｂ）におい
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て、章タイトル４０３、節タイトル４０５、小節タイトル４０６およびフォントサイズが
大きな文字列４０９が、所定サイズに拡大されて、表示面１１ｃに表示される。
【０１２７】
　速読用画面Ｑ４５ｂにおいて、表示される文字列は、変更例１と同様に、ページ画面Ｐ
４５において表示される順番に基づき、上から下へ配列される。表示される文字列のフォ
ントサイズは、変更例１と同様に、抽出元の階層が高い程大きくなる。
【０１２８】
　表示される文字列の色は、変更例１と同様に、抽出元の階層の高さに応じて変化される
。すなわち、図１３（ｂ）の速読用画面Ｑ４５ｂにおいて、この例における電子文書の最
上階層の見出しである章タイトル４０３は赤色で表示される。電子文書の２番目階層の見
出しである節タイトル４０５は青色で表示される。電子文書の３番目以下の階層の見出し
である小節タイトル４０６およびフォントサイズが大きな文字列４０９は、黒色で表示さ
れる。
【０１２９】
　以上、本変更例の構成によれば、ページ送り表示処理の実行時、フォントサイズの大き
な文字列を含む速読用画面が表示面１１ｃに表示される。抽出対象であるフォントサイズ
の大きな文字列は、装飾され拡大されて速読用画面に含まれることにより、速読用画面に
おいて強調されている。ユーザは、このような速読用画面を視認することにより、強調さ
れて表示される文字列を視認できる。
【０１３０】
　ページ画面に含まれるフォントサイズの大きな文字列は、通常、他の部分よりも強調さ
れることが、電子文書の作者等により意図されている。よって、ページ送り操作をしてい
るときに、ユーザは、強調が意図されている可能性が高い、フォントサイズの大きな文字
列を、速読用画面において視認することができ、ページ画面の内容の概要を容易に知るこ
とができる。
【０１３１】
　＜変更例３＞
　変更例３では、ページ画面に含まれる色付きの文字列が、強調のために拡大され、画像
として速読用画面に含められる例が説明される。色付きの文字列は、デフォルト色（黒な
ど）とは異なる色（赤、青等）の属性が付加された文字列である。色付きの文字列を含む
速読用画面が、たとえば実施例１に係るページ送り表示処理の実行時、表示面１１ｃに表
示される。この構成は、実施例１に限らず、実施例２～４に適用可能である。
【０１３２】
　図１４（ａ）は、変更例３に係る速読用画面生成処理を示すフローチャートである。図
１４（ｂ）は、図１４（ａ）の速読用画面生成処理に基づき生成された、４５ページの速
読用画面Ｑ４５ｃを示す図である。
【０１３３】
　図１４（ａ）のフローチャートでは、変更例１に係る図１２（ａ）のフローチャートに
対して、ステップＳ１５１の処理が、ステップＳ１７１の処理に置き換えられている。
【０１３４】
　ステップＳ１７１において、ＣＰＵ１００は、対象ページのページ画面データから、色
付きの文字列を抽出する。
【０１３５】
　図３（ａ）に例示される４５ページのページ画面Ｐ４５の場合、ＣＰＵ１００は、ステ
ップＳ１７１において、４５ページのページ画面データから、青色文字列４０４、赤色文
字列４０７および青色文字列４０８を抽出する。ＣＰＵ１００は、このように抽出した文
字列を拡大して配列して速読用画面Ｑ４５ｃを生成し（Ｓ１５２）、メモリ２００に記憶
させる。
【０１３６】
　上記例の場合、ＣＰＵ１００は、抽出した青色文字列４０４、赤色文字列４０７および
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青色文字列４０８を配列し、速読用画面Ｑ４５ｃを生成する。図１４（ｂ）において、青
色文字列４０４、赤色文字列４０７および青色文字列４０８が、拡大されて表示面１１ｃ
に表示される。
【０１３７】
　速読用画面Ｑ４５ｃにおいて、表示される文字列は、変更例１と同様に、ページ画面Ｐ
４５において表示される順番に基づき、上から下へ配列される。表示される文字列のフォ
ントサイズは、変更例１と同様に、抽出元の階層が高い程大きくなる。図１４（ｂ）の場
合、何れの文字列４０４、４０７、４０８も同階層に属するため（図３（ａ）参照）、互
いに同じ大きさで表示されている。
【０１３８】
　本変更例では、速読用画面Ｑ４５ｃにおける色付きの文字列の色は、変更例１の構成と
異なり、ページ画面データにおいて指定された色と同じである。すなわち、青色文字列４
０４および４０８は、青色で表示され、赤色文字列４０７は赤色で表示されている。なお
、表示される文字列の色は、変更例１と同様にして、抽出元の階層の高さに応じて指定さ
れてもよい。
【０１３９】
　以上、本変更例の構成によれば、ページ送り表示処理の実行時、色付きの文字列を含む
速読用画面が表示面１１ｃに表示される。色付きの文字列は、装飾され拡大されて速読用
画面に含まれることにより、速読用画面において強調されている。ユーザはこのように強
調されて表示される文字列を容易に視認できる。
【０１４０】
　ページ画面に含まれる色付きの文字列は、通常、他の部分と異なる所定の意味づけや強
調が、電子文書の作者等により意図されている。よって、ページ送り操作をしているとき
に、ユーザは、他の部分と異なる所定の意味づけや強調が意図されている可能性が高い、
色付きの文字列を、速読用画面において視認することができ、ページ画面の内容の概要を
、文字列だけでなくその色からも容易に知ることができる。
【０１４１】
　＜変更例４＞
　変更例４では、ページ画面データから、特定文字種の文字列、たとえばアルファベット
文字列が、強調のために拡大され、画像として速読用画面に含められる例が説明される。
アルファベット文字列を含む速読用画面が、たとえば実施例１に係るページ送り表示処理
の実行時、更新中のページ番号に対応する速読用画面が表示面１１ｃに表示される。この
構成は、実施例１に限らず、実施例２～４に適用可能である。
【０１４２】
　なお、「特定文字種の文字列」は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット等、特
定種類の文字からなる文字列である。また、特定文字種の文字列は、特定の国や地域にお
いて通常用いられる文字列（日本語文字列、中国語文字列、フランス語アルファベット文
字列など）、日本語文字以外の文字からなる外国語文字列などでもよい。特定文字種の文
字列は、速読用画面に含めるために選択できる、特定の種類の文字からなる文字列であれ
ばよい。本変更例の構成は、上記アルファベット文字列に限らず、各種の特定文字種の文
字列に対して適用可能である。
【０１４３】
　図１５（ａ）は、変更例４に係る速読用画面生成処理を示すフローチャートである。図
１５（ｂ）は、図１５（ａ）の速読用画面生成処理に基づき生成された、４５ページの速
読用画面Ｑ４５ｄを示す図である。
【０１４４】
　図１５（ａ）のフローチャートでは、変更例１に係る図１２（ａ）のフローチャートに
対して、ステップＳ１５１の処理が、ステップＳ１８１の処理に置き換えられている。
【０１４５】
　ステップＳ１８１において、ＣＰＵ１００は、対象ページのページ画面データから、ア
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ルファベット文字列を抽出する。
【０１４６】
　図３（ａ）に例示される４５ページのページ画面Ｐ４５の場合、ＣＰＵ１００は、ステ
ップＳ１８１において、４５ページのページ画面データから、アルファベット文字列４０
３ａ、４０４ａ、４０５ａおよび４０８ａを抽出する。
【０１４７】
　ＣＰＵ１００は、このように抽出した文字列を拡大して配列して速読用画面Ｑ４５ａを
生成し（Ｓ１５２）、メモリ２００に記憶させる。
【０１４８】
　上記例の場合、ＣＰＵ１００は、抽出した文字列を、階層に応じたフォントサイズで、
アルファベット文字列４０３ａ、４０４ａ、４０５ａおよび４０８ａを配列し、速読用画
面Ｑ４５ｄを生成する。図１５（ｂ）において、アルファベット文字列４０３ａ、４０４
ａ、４０５ａおよび４０８ａが、大きなフォントサイズで表示面１１ｃに表示される。
【０１４９】
　速読用画面Ｑ４５ｄにおいて、表示される文字列は、変更例１と同様に、ページ画面Ｐ
４５において表示される順番に基づき、上から下へ配列される。表示される文字列のフォ
ントサイズは、変更例１と同様に、抽出元の階層が高い程大きくなる。
【０１５０】
　表示される文字列の色は、変更例１と同様に、抽出元の階層の高さに応じて変化される
。すなわち、速読用画面Ｑ４５ｄにおいて、この例における電子文書の最上階層の見出し
である章タイトル４０３に含まれるアルファベット文字列４０３ａは、赤色で表示される
。電子文書の２番目階層の見出しである節タイトル４０５に含まれるアルファベット文字
列４０５ａは、青色で表示される。電子文書の３番目以下の階層に属するアルファベット
文字列４０４ａおよび４０８ａは、黒色で表示される。
【０１５１】
　以上、本変更例の構成によれば、ページ送り表示処理の実行時、アルファベット文字列
を含む速読用画面が表示面１１ｃに表示される。特定文字種の文字列は、装飾され拡大さ
れて速読用画面に含まれることにより、速読用画面において強調されている。ユーザはこ
のように強調されて表示される文字列を容易に視認できる。
【０１５２】
　日本語での記述が主である電子文書において、原語の尊重や正確な用語の記述など、な
んらかの必要性に基づいて、アルファベット文字列が含められ得る。よって、ページ送り
操作をしているときに、ユーザは、原語の尊重や正確な用語の記述など、必要性に基づい
て含められている可能性が高い、アルファベット文字列を、速読用画面において視認する
ことができ、ページ画面の内容の概要を、アルファベット文字列から容易に知ることがで
きる。
【０１５３】
　＜変更例５＞
　上記実施例１～４および変更例１～４では、画像や所定条件を満たす文字列等（章節の
タイトル、色付き、所定フォントサイズ、特定文字種の文字列）が、強調のために拡大さ
れ、画像として速読用画面に含められる例が説明された。速読用画面は、上記要素を、同
時に複数種類組含んでいてもよい。ページ画面内の複数種類の要素を含む速読用画面が、
たとえば実施例１に係るページ送り表示処理の実行時、表示面１１ｃに表示される。この
構成は、実施例１に限らず、実施例２～４に適用可能である。
【０１５４】
　上記要素を組み合わせた速読用画面の生成の一例として、変更例５では、画像（実施例
１参照）と章節のタイトル（変更例１参照）とが組み合わされた速読用画面が組み合わさ
れて生成される例が説明される。
【０１５５】
　図１６（ａ）は、変更例５に係る速読用画面生成処理を示すフローチャートである。図
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１６（ｂ）は、図１６（ａ）の速読用画面生成処理に基づき生成された、４５ページの速
読用画面Ｑ４５ｅを示す図である。
【０１５６】
　図１６（ａ）のフローチャートでは、図４（ａ）のフローチャートに対して、ステップ
Ｓ１０２、Ｓ１０３の処理が、ステップＳ１９１、Ｓ１９２に置き換えられている。
【０１５７】
　ステップＳ１９１において、ＣＰＵ１００は、対象ページの画面データから、実施例１
のようにして画像データが抽出し、さらに、変更例１のようにして章節のタイトルの文字
列を抽出する。
【０１５８】
　たとえば、ＣＰＵ１００は、ステップＳ１９１において、図３（ａ）に例示される４５
ページのページ画面Ｐ４５のページ画面データから、写真画像４０２、章タイトル４０３
、節タイトル４０５、小節タイトル４０６を抽出する。
【０１５９】
　ＣＰＵ１００は、このように抽出した要素（写真画像４０２および文字列４０３、４０
５、４０６）を拡大して配列して、速読用画面Ｑ４５ｅを生成し（Ｓ１９２）、メモリ２
００に記憶させる。
【０１６０】
　速読用画面Ｑ４５ｅにおいて、表示される要素は、ページ画面Ｐ４５において表示され
る順番に基づき、配列される。
【０１６１】
　表示される文字列のフォントサイズは、実施例１と同様に、抽出元の階層が高い程大き
くなる。すなわち、フォントサイズは、章タイトル４０３、節タイトル４０５、小節タイ
トル４０６の順に大きくなる。また、表示される文字列の色は、抽出元の階層の高さに応
じて変化される。すなわち、章タイトル４０３は赤色で表示され、節タイトル４０５は青
色で表示され、小節タイトル４０６は黒色で表示される。
【０１６２】
　＜その他＞
　上記実施例および変更例では、ページ画面データから抽出された要素（画像、文字列）
の全てが、そのページの速読用画面に含まれた。しかしながら、抽出された要素のうち一
部の要素のみが、速読用画面に含まれ得る。たとえば、電子文書における章節の階層構造
の階層が所定レベルより低い要素が速読用画面に含まれないよう構成され得る。
【０１６３】
　たとえば、変更例１に係る図１２（ｂ）の速読用画面にかえて、図１７（ａ）の速読用
画面が構成され得る。図１７（ａ）の例の速読用画面Ｑ４５ｆは、図１２（ｂ）の速読用
画面に含まれていた小節タイトル４０６を含まない。この場合、変更例１にかかる速読用
画面生成処理のステップＳ１５２において、小節タイトル以下の階層のタイトルが速読用
画面に含まれないよう、処理が実行される。
【０１６４】
　上記例のように、階層の高さに閾値が設けられる場合、速読用画面に含まれる要素が制
限される構成が採られる。また、速読用画面に含まれる要素の数に上限が設けられる構成
が採られてもよい。
【０１６５】
　また、ページ送り表示処理において、複数の種類の速読用画面が用いられてもよい。た
とえば、ページの更新の速さが所定閾値を超えない場合には、図１２（ｂ）の速読用画面
Ｑ４５ａが表示され、ページの更新の速さが所定閾値を超える場合には、図１７（ａ）の
速読用画面Ｑ４５ｆが表示される構成が採られ得る。このように、ページの更新の速さが
さらに速くなったときには、速読用画面に含まれる要素の数が制限されることにより、ペ
ージ更新の速さが非常に速いときにも視認性の低下を低減し得る。
【０１６６】
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　上記変更例では、速読用画面に含まれる文字列は、各文字列の抽出元での階層や、ペー
ジ画面データにおいて各文字列に付されていた色に基づいて、色付けがなされる。速読用
画面に含まれる文字列は、色付けや拡大を含め、各種の装飾が適用されてよい。たとえば
、ページ送り表示処理の際に、変更例１に係る図１２（ｂ）の速読用画面にかえて、図１
７（ｂ）のような速読用画面Ｑ４５ｇが表示面１１ｃに表示され得る。図１７（ｂ）の場
合、章タイトル４０３が白抜き強調文字で表示され、節タイトル４０５がイタリック体で
表示される。上記装飾は、複数組み合わされて各文字列に適用可能である。ページ画面デ
ータから所定条件に基づいて抽出された文字列は、強調または視認性を向上させる効果を
有せば、各種の方法で装飾が適用され得る。
【０１６７】
　上記実施例および変更例では、速読用画面の背景画像は特に指定されていない。しかし
ながら、速読用画面は、背景画面を含むよう生成され得る。たとえば、実施例１に係る図
４（ｂ）の速読用画面Ｑ４５に替えて、図１８（ａ）に示される速読用画面Ｑ４５ｈのよ
うに、ページ画面Ｐ４５が、背景画像として使用され得る。また、図１８（ｂ）に示され
る速読用画面Ｑ４５ｉのように、彩度、明度等が弱められたページ画面Ｐ４５が背景画像
として使用され得る。背景画像としてページ画面Ｐ４５が利用されることによって、ユー
ザは、対象ページを特徴づける画像だけでなく、対象ページのおおまかなレイアウトをさ
らに視認可能である。
【０１６８】
　上記実施例および変更例では、ページ画面データから抽出された要素は、速読用画面に
おいて縦１列に配列された。しかしながら、抽出された要素の配列のためのレイアウトは
、各種の方法が採られ得る。また、抽出された要素の配列のためのレイアウトは、抽出条
件や、各ページ画面等に応じて、変化され得る。たとえば、図１９（ａ）のように、ペー
ジ画面（たとえば、５０ページのページ画面Ｐ５０）が４つ以上の画像（４１６～４１９
）を含む場合、ＣＰＵ１００は、図１９（ｂ）のように画像４１６～４１９が２列に並べ
られた速読用画面Ｑ５０を、ページ送り表示処理の際に表示できる。
【０１６９】
　上記実施例および変更例では、携帯電話機１が縦向き（図３（ｂ）参照）に持たれてい
るときのページ送り表示処理が説明された。ページ送り表示処理は、図２０のように、携
帯電話機１が横向きに手に持たれているときにも実行できる。電子書籍閲覧の際、表示面
１１ｃには、図２１（ａ）のように、２ページずつページ画面が表示される。図２１（ａ
）では、４４ページと４５ページのページ画面Ｐ４４、Ｐ４５が横に並べられて、表示面
１１ｃに表示される例が示されている。
【０１７０】
　携帯電話機１が縦向きに持たれている場合、ページ送り操作は、図２０のように、上下
の圧力センサ１７Ｕ、１７Ｄの押下によってなされる。図２０のように、下の圧力センサ
１７Ｄが右手に持たれる場合、ページ送り表示処理は、下の圧力センサ１７Ｄが押下され
たときに、ページ番号ｐ（図６参照）が２ずつ増えるよう処理が実行される。そして、ペ
ージ送り表示処理は、上の圧力センサ１７Ｕが押下されたときに、ページ番号ｐが２ずつ
減るよう処理が実行される。さらに、ページ送り表示処理におけるページの更新のための
ループ処理において、速読用画面やページ画面は、２ページずつ表示面１１ｃに表示され
る。ページ送り表示処理によって速読用画面が表示面１１ｃに表示される際、図２１（ｂ
）のように速読用画面Ｑ４４、Ｑ４５が表示面に表示される。速読用画面Ｑ４４において
、ページ画面Ｐ４４に含まれる３つの画像４２０が拡大されて、速読用画面Ｑ４５におい
て縦に配列される。
【０１７１】
　なお、下の圧力センサ１７Ｕが右手に持たれるよう携帯電話機１が横向きに持たれた場
合には、上述と同様にして、ページ送り表示処理においてページ番号が更新される。ただ
し、ページ番号の増減の方向は、上述とは逆にされる。すなわち、圧力センサ１７Ｕ、１
７Ｄが押下されているとき、ページ番号は、それぞれ、２ずつ増えるまたは減るよう処理
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が実行される。
【０１７２】
　上記実施例および変更例では、項めくり表示処理は、右手での圧力センサの押下が、ペ
ージを前へ進めるための操作に対応された。しかしながら、右手での圧力センサの押下が
、ページを後ろへ戻すための操作に対応されてもよい。
【０１７３】
　上記実施例および変更例では、ページ送り表示処理のステップＳ１１３において速読用
画面の生成のための処理が開始された。この処理の開始に基づき、速読用画面生成処理が
、当該ページ送り表示処理に並行して実行された。そして、速読用画面生成処理は、ペー
ジ送り表示処理が終了されるときに合わせて終了された（Ｓ１２１）。速読用画面生成処
理は、上記のように並列して実行されず、たとえば、ステップＳ１１６において速読用画
面が生成されるときに対象ページの速読用画面の生成だけのために実行されてよい。
【０１７４】
　あるいは、電子書籍が開かれて閲覧が開始されたときに、バックグラウンドで、速読用
画面生成処理が実行されてよい。このように速読用画面が事前に生成されメモリ２００に
保持されることによって、ページ送り表示処理実行時にステップＳ１１３の処理の実行が
不要となりページ送り表示処理実行時のＣＰＵ１００の負荷が低減し得る。
【０１７５】
　また、ステップＳ１１３に係る速読用画面生成処理の実行の際、作成すべき速読用画面
がメモリ２００に既に保持されている場合があり得る。この場合、ＣＰＵ１００は、その
ページの速読用画面の生成の処理をスキップし、必要に応じてさらに次のページの速読用
画面の生成の処理へ進む構成がとられてよい。これによって、速読用画面生成に要する時
間を短縮し得る。
【０１７６】
　また、速読用画面は、予め電子文書のデータ等に予め含まれていてもよい。すなわち、
ＣＰＵ１００が速読用画面生成処理を実行しない構成が採られてもよい。この場合、ペー
ジ送り表示処理の際、ＣＰＵ１００は、速読用画面表示のために、所定ページの画面デー
タを参照するだけでよい。このように、ページ送り操作に基づき連続的にページが更新さ
れるときに、速読用画面が表示面に表示されるのであれば、各種の形式で速読用画面がメ
モリ２００に保持されてよい。
【０１７７】
　また、速読用画面生成処理が実行される構成の場合、ユーザにより入力された検索語を
含む文字列、たとえば検索語を含む所定文字数の文字列を含む速読用画面が生成される構
成が採られ得る。これにより、ユーザが興味のある内容に基づいた速読用画面が表示面１
１ｃに表示され、ページ画面の内容の概要をユーザの興味に関連付けて知ることができる
。
【０１７８】
　上記実施例および変更例ではページ送り操作は、圧力センサ（１７Ｒ、１７Ｌ、１７Ｕ
、１７Ｄ）に対する操作であった。しかしながら、ページ送り操作は、キー（ハードキー
やタッチキー）の押下、表示面１１ｃに対するタッチの操作、加速度センサを用いた操作
（たとえば、携帯電話機１を所定方向へ傾ける操作）等、各種の操作であってよい。また
、ページの更新の速度の調節も、圧力センサ（１７Ｒ、１７Ｌ、１７Ｕ、１７Ｄ）に対す
る操作に限らず、たとえば表示面１１ｃに対するタッチの操作等、各種の操作により行わ
れてもよい。
【０１７９】
　さらに、上記実施の形態では、いわゆるストレート式の携帯電話機（スマートフォン）
に本発明が適用されている。しかしながら、これに限らず、いわゆる折り畳み式、スライ
ド式等、いかなるタイプの携帯電話機に本発明が適用されてもよい。
【０１８０】
　さらに、本発明の携帯端末装置は、携帯電話機に限られず、ＰＤＡ（PersonalDigital 
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Assistant）、タブレットＰＣ（Tablet PC）、電子書籍端末等であってもよい。
【０１８１】
　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１８２】
　　　　　１　携帯電話機　（携帯端末装置）
　　　　１１　ディスプレイ　（表示部）
　　　　１５　キー　（切替操作受付部）
　　　１７Ｒ、１７Ｌ　圧力センサ　（操作受付部、更新速度操作受付部）
　　　１００　ＣＰＵ　（制御部）
　　　　　４０２、４１１～４１３、４１６～４１９、４２０　画像
　　　　　４０３～４０９、４０３ａ、４０４ａ、４０５ａ、４０８ａ　文字列
　　　Ｐ４５～Ｐ４８、Ｐ５０、Ｐ６８　ページ画面　（ページの画面）
　　　Ｑ４５～Ｑ５１、Ｑ４５ａ～Ｑ４５ｉ、Ｑ５０、Ｑ６８　速読用画面

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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